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【
質
問
】
高
す
ぎ
る
国
保
料
の

た
め
滞
納
者
は
増
え
続
け
て
い

る
。
徴
収
強
化
と
し
て
滞
納
者

に
対
し
処
分
が
行
な
わ
れ
て
い

る
、
過
去
５
年
間
の
差
押
え
件

数
を
た
ず
ね
る
。 

【
答
弁
】
平
成
19

年
度
は
２

件
、
20
年
度
は
１
件
、
21
年
度

は
４
件
、
22
年
度
は
５
件
。
23

年
度
は
２
月
末
で
48

件
で
あ

る
。 

 

【
質
問
】
滞
納
者
で
差
押
え
処

分
の
対
象
と
な
る
状
況
は
。 

【
答
弁
】
納
付
相
談
に
応
じ
な

い
方
、
ま
た
、
払
え
る
収
入
や

財
産
が
あ
る
に
も
関
ら
ず
小
額

し
か
分
納
し
て
い
な
い
方
や
、

収
入
低
迷
は
み
ら
れ
る
が
不
動

産
を
所
有
し
て
い
る
方
な
ど
を

対
象
と
し
て
い
る
。 

【
質
問
】
資
力
が
あ
る
の
に
払

わ
な
い
悪
質
な
滞
納
者
の
み
を

対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が

市
は
、
困
窮
生
活
が
続
く
中
で

解
雇
に
あ
い
、
国
保
料
を
滞
納

せ
ざ
る
負
え
な
く
な
っ
た
世
帯

の
自
宅
差
押
え
を
行
な
っ
た
。

し
か
も
、
自
宅
の
債
権
は
銀
行

優
先
で
あ
る
。
国
保
料
の
回
収

差
押
え
件
数
は
昨
年
比

の
10
倍
近
く
に 

悪
質
で
な
い
限
り

差
押
え
は
停
止
を 

に
繋
が
ら
な
い
差
押
え
は
停
止

す
べ
き
で
あ
る
。 

【
答
弁
】
納
付
交
渉
に
応
じ
て

も
ら
え
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ

た
。
給
与
振
込
を
把
握
し
た
の

で
、
生
活
維
持
に
支
障
が
な
い

不
動
産
を
差
押
え
た
。 

 

【
質
問
】
滞
納
者
に
対
す
る
緩

和
措
置
と
し
て
国
保
徴
収
法
で

は
、
「
滞
納
処
分
の
停
止
」(

※)

が
決
め
ら
れ
て
い
る
が
守
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
同
時
に
、
滞

納
者
が
生
活
困
窮
状
態
で
あ
る

な
ら
ば
、
今
後
の
生
活
再
建
を

含
め
た
対
応
を
行
な
う
べ
き
と

考
え
る
が
。 

【
答
弁
】
生
活
保
護
の
案
内
は

行
な
っ
た
が
、
今
後
は
、
議
員

指
摘
の
窓
ロ
対
応
に
あ
た
る
よ

う
、
納
付
指
導
を
行
な
っ
て
い

き
た
い
。 

※
『
国
保
徴
収
法
１
５
３
条
』

「
滞
納
処
分
の
停
止
」
に
あ
た

る
要
件 

①
「
滞
納
処
分
す
る
財
産
が
な

い
と
き
」、
滞
納
処
分
を
し
て
も

税
金
回
収
に
繋
が
ら
な
い
場

合
。 

生
活
再
建
に
む
け
た

支
援
こ
そ
必
要 

 

②
「
生
活
を
著
し
く
窮
迫
さ
せ

る
恐
れ
が
あ
る
と
き
」
、
滞
納
処

分
の
執
行
に
よ
り
生
活
保
護
法

の
適
用
状
態
と
な
る
場
合
。 

交
野
市
は
財
政
健
全
化
の
一
環
と
し
て
、
国
保
料
滞
納
者

へ
の
徴
収
を
強
化
し
、
預
金
・
不
動
産
な
ど
の
差
押
え
を
強

行
し
て
い
ま
す
。
差
押
え
は
生
活
困
窮
者
に
も
及
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
中
上
議
員
は
、
国
保
徴
収
法
の
緩
和
措
置
を
適

用
し
た
滞
納
処
分
の
停
止
を
求
め
ま
し
た
。 

■差押え件数と内訳 

平成 不動産 預金 
生命 
保険 

市税 
還付金 

給料 合計 

17年度 0 0 0 0 0 0 

18年度 0 0 0 0 0 0 

19年度 0 0 2 0 0 2 

20年度 1 0 0 0 0 1 

21年度 4 0 0 0 0 4 

22年度 1 4 0 0 0 5 

23年度 8 34 4 1 1 48 

 

大阪府が子ども医療費助成の年齢を引き上げることを求める意見書 

 子どもの医療費助成制度は、子育て世代の負担を軽減し、子育て支援をすすめるうえ

で重要な施策となっています。 
 現在大阪府は、通院は 2 歳までの助成であり、都道府県の中で最低水準となっていま
す。入院は就学前までの助成であり、中学校卒業まで実施している都県と比べて遅れた
水準となっています。 
 大阪市は、平成 24 年度から、通院を就学前から中学校卒業まで助成を引き上げるこ

とを表明しました。入院は、現行の小学校卒業までの助成となっています。 
 交野市は、通院は就学前までの助成であり、入院は平成 24 年度より小学校卒業まで
助成を引き上げる予定となっています。 
 交野市に於いても、一刻も早く、中学校卒業までの助成の実現が求められています。 

 そのためにも、大阪府の助成制度の年齢引き上げがおこなわれれば、交野市の独自助
成を上乗せすれば、中学校卒業までの助成への道が開かれてきます。 
 大阪市が助成年齢の引き上げを行ったことを受け、府内の市町村の格差をなくすため
にも、大阪府としての助成年齢の引き上げが急務となっています。 
 よって、下記事項を大阪府に求めます。 

記 

一、大阪府は、子どもの医療費助成年齢を、通院・入院とも小学校卒業まで引き上げる
こと。 

 


